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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピクチャを複数の領域に分割する分割ステップと、
　前記複数の領域の各々を独立して復号が可能なように符号化することで、前記複数の領
域の各々に対応する符号化データを生成する符号化ステップと、
　生成された複数の前記符号化データを、複数のパケットに格納するパケット化ステップ
と、
　前記複数のパケットを送信する送信ステップとを含み、
　前記複数の符号化データの各々は、１以上のパケットに格納されるデータの単位である
基本データ単位と一対一で対応付けられており、
　前記複数の符号化データの各々は、前記１以上のパケットに格納され、
　各前記パケットのヘッダ情報は、（１）前記基本データ単位に当該パケットのみが含ま
れる、（２）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前記
基本データ単位の先頭のパケットである、（３）前記基本データ単位に複数のパケットが
含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ単位の先頭及び最後以外のパケットである
、及び、（４）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前
記基本データ単位の最後のパケットである、のいずれであるかを示す識別情報を含む
　送信方法。
【請求項２】
　複数の復号部を備える受信装置における受信方法であって、
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　ピクチャが分割されることにより得られた複数の領域が、独立して復号が可能なように
符号化されることで得られた複数の符号化データがパケット化されることで得られた複数
のパケットを受信する受信ステップと、
　前記複数の復号部が、前記複数の符号化データを並列に復号する復号ステップとを含み
、
　前記複数の符号化データの各々は、１以上のパケットに格納されるデータの単位である
基本データ単位と一対一で対応付けられており、
　前記複数の符号化データの各々は、前記１以上のパケットに格納され、
　各前記パケットのヘッダ情報は、（１）前記基本データ単位に当該パケットのみが含ま
れる、（２）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前記
基本データ単位の先頭のパケットである、（３）前記基本データ単位に複数のパケットが
含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ単位の先頭及び最後以外のパケットである
、及び、（４）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前
記基本データ単位の最後のパケットである、のいずれであるかを示す識別情報を含む
　受信方法。
【請求項３】
　ピクチャを複数の領域に分割する分割部と、
　前記複数の領域の各々を独立して復号が可能なように符号化することで、前記複数の領
域の各々に対応する符号化データを生成する符号化部と、
　生成された複数の前記符号化データを、複数のパケットに格納するパケット化部と、
　前記複数のパケットを送信する送信部とを備え、
　前記複数の符号化データの各々は、１以上のパケットに格納されるデータの単位である
基本データ単位と一対一で対応付けられており、
　前記複数の符号化データの各々は、前記１以上のパケットに格納され、
　各前記パケットのヘッダ情報は、（１）前記基本データ単位に当該パケットのみが含ま
れる、（２）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前記
基本データ単位の先頭のパケットである、（３）前記基本データ単位に複数のパケットが
含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ単位の先頭及び最後以外のパケットである
、及び、（４）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前
記基本データ単位の最後のパケットである、のいずれであるかを示す識別情報を含む
　送信装置。
【請求項４】
　ピクチャが分割されることにより得られた複数の領域が、独立して復号が可能なように
符号化されることで得られた複数の符号化データがパケット化されることで得られた複数
のパケット
を受信する受信部と、
　前記複数の符号化データを並列に復号する複数の復号部とを備え、
　前記複数の符号化データの各々は、１以上のパケットに格納されるデータの単位である
基本データ単位と一対一で対応付けられており、
　前記複数の符号化データの各々は、前記１以上のパケットに格納され、
　各前記パケットのヘッダ情報は、（１）前記基本データ単位に当該パケットのみが含ま
れる、（２）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前記
基本データ単位の先頭のパケットである、（３）前記基本データ単位に複数のパケットが
含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ単位の先頭及び最後以外のパケットである
、及び、（４）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前
記基本データ単位の最後のパケットである、のいずれであるかを示す識別情報を含む
　受信装置。
【請求項５】
　ピクチャを複数の領域に分割する分割ステップと、
　前記複数の領域の各々を独立して復号が可能なように符号化することで、前記複数の領
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域の各々に対応する符号化データを生成する符号化ステップと、
　生成された複数の前記符号化データを、複数のパケットに格納するパケット化ステップ
と、
　前記複数のパケットを送信する送信ステップとを含み、
　前記複数の符号化データの各々は、１以上のパケットに格納されるデータの単位である
基本データ単位と一対一で対応付けられており、
　前記複数の符号化データの各々は、前記１以上のパケットに格納され、
　各前記パケットのヘッダ情報は、当該パケットが前記基本データ単位の先頭に対応する
部分を格納していることを示す識別情報を含む
　送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信方法、受信方法、送信装置及び受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放送及び通信サービスの高度化に伴い、８Ｋ（７６８０×４３２０ピクセル：以下では
８Ｋ４Ｋとも呼ぶ）及び４Ｋ（３８４０×２１６０ピクセル：以下では４Ｋ２Ｋとも呼ぶ
）などの超高精細な動画像コンテンツの導入が検討されている。受信装置は、受信した超
高精細な動画像の符号化データを実時間で復号して表示する必要があるが、特に８Ｋなど
の解像度の動画像は復号時の処理負荷が大きく、このような動画像を１つの復号器で、実
時間で復号することは困難である。従って、複数の復号器を用いて復号処理を並列化する
ことで、１つの復号器あたりの処理負荷を低減し、実時間処理を達成する方法が検討され
ている。
【０００３】
　また、符号化データはＭＰＥＧ－２　ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）又は
ＭＭＴ（ＭＰＥＧ　Ｍｅｄｉａ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）などの多重化方式に基づいて多重
化されたうえで送信される。例えば、非特許文献１には、ＭＭＴに従って、符号化された
メディアデータをパケット毎に送信する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　－　Ｈｉｇｈ　ｅｆ
ｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｃｏｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｍｅｄｉａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｉｎ　ｈｅ
ｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　－　Ｐａｒｔ１：ＭＰＥＧ　ｍｅｄ
ｉａ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ（ＭＭＴ）、ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＤＩＳ　２３００８－１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、符号化データはＭＰＥＧ－２　ＴＳ又はＭＭＴなどの多重化方式に基づ
いて多重化されたうえで送信されるため、受信装置は、復号に先立って、多重化データか
ら動画像の符号化データを分離する必要がある。以下では、多重化データから符号化デー
タを分離する処理を逆多重化と呼ぶ。
【０００６】
　復号処理を並列化する場合、受信装置は、各復号器のそれぞれに対して、復号対象の符
号化データを振り分ける必要がある。このとき、受信装置は、符号化データそのものを解
析する必要がある。特に８Ｋなどのコンテンツにおいてはビットレートが非常に高いこと
から、解析に係る処理負荷が大きい。これにより、逆多重化処理がボトルネックとなり実
時間での再生が行えない場合があるという課題がある。
【０００７】
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　そこで、本発明は、復号対象データの生成に係る処理量を低減できる送信方法又は受信
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る送信方法は、ピクチャを複数の領域
に分割する分割ステップと、前記複数の領域の各々を独立して復号が可能なように符号化
することで、前記複数の領域の各々に対応する符号化データを生成する符号化ステップと
、生成された複数の前記符号化データを、複数のパケットに格納するパケット化ステップ
と、前記複数のパケットを送信する送信ステップとを含み、前記パケット化ステップでは
、一つの前記パケットに、異なる前記領域に対応する前記符号化データが格納されないよ
うに、前記複数の符号化データを前記複数のパケットに格納する。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係る受信方法は、複数の復号部を備える受信装置における受信
方法であって、ピクチャが分割されることにより得られた複数の領域が、独立して復号が
可能なように符号化されることで得られた複数の符号化データが、異なる前記領域の前記
符号化データが一つのパケットに格納されないようにパケット化されることで得られた複
数のパケットを受信する受信ステップと、前記複数のパケットのいずれかに含まれる、前
記ピクチャ内の全ての復号単位に対して共通に用いられる制御情報と、前記複数の領域の
前記複数の符号化データの各々とを結合することで、複数の結合データを生成する結合ス
テップと、前記複数の復号部が、前記複数の結合データを並列に復号する復号ステップと
を含む。
【００１０】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組
み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、復号対象データの生成に係る処理量を低減できる送信方法又は受信方法を提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ピクチャをスライスセグメントに分割する例を示す図である。
【図２】ピクチャのデータが格納されたＰＥＳパケット列の一例を示す図である。
【図３】実施の形態に係るピクチャの分割例を示す図である。
【図４】実施の形態の比較例に係るピクチャの分割例を示す図である。
【図５】実施の形態に係るアクセスユニットのデータの一例を示す図である。
【図６】実施の形態に係る送信装置のブロック図である。
【図７】実施の形態に係る受信装置のブロック図である。
【図８】実施の形態に係るＭＭＴパケットの一例を示す図である。
【図９】実施の形態に係るＭＭＴパケットの別の例を示す図である。
【図１０】実施の形態に係る各復号部に入力されるデータの一例を示す図である。
【図１１】実施の形態に係るＭＭＴパケット及びヘッダ情報の一例を示す図である。
【図１２】実施の形態に係る各復号部に入力されるデータの別の例を示す図である。
【図１３】実施の形態に係るピクチャの分割例を示す図である。
【図１４】実施の形態に係る送信方法のフローチャートである。
【図１５】実施の形態に係る受信装置のブロック図である。
【図１６】実施の形態に係る受信方法のフローチャートである。
【図１７】実施の形態に係るＭＭＴパケット及びヘッダ情報の一例を示す図である。
【図１８】実施の形態に係るＭＭＴパケット及びヘッダ情報の一例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（本発明の基礎となった知見）
　近年、ＴＶ、スマートフォン、又はタブレット端末などのディスプレイの高解像度化が
進んでいる。特に日本国内の放送においては２０２０年に８Ｋ４Ｋ（解像度が８Ｋ×４Ｋ
）のサービスが予定されている。８Ｋ４Ｋなどの超高解像度の動画像においては、単一の
復号器では実時間での復号が困難であるため、複数の復号器を用いて並列に復号処理を行
う手法が検討されている。
【００１４】
　ＭＰＥＧとＩＴＵにより規格化されたＨ．２６４及びＨ．２６５などの動画像符号化方
式においては、送信装置は、ピクチャをスライス又はスライスセグメントと呼ばれる複数
の領域に分割し、分割したそれぞれの領域を独立に復号できるように符号化することがで
きる。従って、例えば、Ｈ．２６５の場合には、放送を受信する受信装置は、受信データ
からスライスセグメント毎のデータを分離し、各スライスセグメントのデータを別々の復
号器に出力することで、復号処理の並列化を実現できる。
【００１５】
　図１は、ＨＥＶＣにおいて、１つのピクチャを４つのスライスセグメントに分割する例
を示す図である。例えば、受信装置は４つの復号器を備え、各復号器が４つのスライスセ
グメントのうちいずれかを復号する。
【００１６】
　従来の放送においては、送信装置は、１枚のピクチャ（ＭＰＥＧシステム規格における
アクセスユニット）を１つのＰＥＳパケットに格納し、ＰＥＳパケットをＴＳパケット列
に多重化する。このため、受信装置は、ＰＥＳパケットのペイロードを分離したうえで、
ペイロードに格納されたアクセスユニットのデータを解析することで、各スライスセグメ
ントを分離し、分離された各スライスセグメントのデータを復号器に出力する必要があっ
た。
【００１７】
　しかしながら、アクセスユニットのデータを解析してスライスセグメントを分離する際
の処理量が大きいため、この処理を実時間で行うことが困難であるという課題があること
を本発明者は見出した。
【００１８】
　図２は、スライスセグメントに分割されたピクチャのデータが、ＰＥＳパケットのペイ
ロードに格納される例を示す図である。
【００１９】
　図２に示すように、例えば、複数のスライスセグメント（スライスセグメント１～４）
のデータが１つのＰＥＳパケットのペイロードに格納される。また、ＰＥＳパケットはＴ
Ｓパケット列に多重化される。
【００２０】
　本発明の一態様に係る送信方法は、ピクチャを複数の領域に分割する分割ステップと、
前記複数の領域の各々を独立して復号が可能なように符号化することで、前記複数の領域
の各々に対応する符号化データを生成する符号化ステップと、生成された複数の前記符号
化データを、複数のパケットに格納するパケット化ステップと、前記複数のパケットを送
信する送信ステップとを含み、前記パケット化ステップでは、一つの前記パケットに、異
なる前記領域に対応する前記符号化データが格納されないように、前記複数の符号化デー
タを前記複数のパケットに格納する。
【００２１】
　これによれば、各領域の符号化データが異なるパケットに格納されるので、受信装置は
、パケットのペイロードに格納された符号化データを解析することなく、当該パケットに
格納されているデータが、どの領域の符号化データであるかを判定できる。これにより、
受信装置は、各復号部の復号対象データの生成処理を少ない処理量で行うことができる。
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このように、受信装置における復号対象データの生成に係る処理量が低減される。
【００２２】
　例えば、前記パケット化ステップでは、前記ピクチャ内の全ての復号単位に対して共通
に用いられる制御情報を、前記複数の符号化データが格納される複数のパケットとは異な
るパケットに格納してもよい。
【００２３】
　これによれは、受信装置は、パケットのペイロードに格納された符号化データを解析す
ることなく、制御情報が格納されているパケットを判定できる。これにより、受信装置に
おける復号対象データの生成に係る処理量を低減できる。
【００２４】
　また、本発明の一態様に係る受信方法は、複数の復号部を備える受信装置における受信
方法であって、ピクチャが分割されることにより得られた複数の領域が、独立して復号が
可能なように符号化されることで得られた複数の符号化データが、異なる前記領域の前記
符号化データが一つのパケットに格納されないようにパケット化されることで得られた複
数のパケットを受信する受信ステップと、前記複数のパケットのいずれかに含まれる、前
記ピクチャ内の全ての復号単位に対して共通に用いられる制御情報と、前記複数の領域の
前記複数の符号化データの各々とを結合することで、複数の結合データを生成する結合ス
テップと、前記複数の復号部が、前記複数の結合データを並列に復号する復号ステップと
を含む。
【００２５】
　これによれば、各領域の符号化データが異なるパケットに格納されるので、受信装置は
、パケットのペイロードに格納された符号化データを解析することなく、当該パケットに
格納されているデータが、どの領域の符号化データであるかを判定できる。これにより、
受信装置は、各復号部の復号対象データの生成処理を少ない処理量で行うことができる。
このように、受信装置における復号対象データの生成に係る処理量が低減される。
【００２６】
　例えば、前記制御情報は、前記複数の符号化データが格納される複数のパケットとは異
なるパケットに格納されていてもよい。
【００２７】
　これによれは、受信装置は、パケットのペイロードに格納された符号化データを解析す
ることなく、制御情報が格納されているパケットを判定できる。これにより、受信装置に
おける復号対象データの生成に係る処理量を低減できる。
【００２８】
　例えば、前記結合ステップでは、前記パケットのヘッダ情報を用いて、前記パケットに
格納されているデータが、前記複数の領域のうちいずれの領域の符号化データであるかを
判定してもよい。
【００２９】
　これによれば、受信装置は、パケットのヘッダ情報を用いて、当該パケットに格納され
ているデータが、どの領域の符号化データであるかを判定できる。
【００３０】
　例えば、前記複数の符号化データの各々は、１以上のパケットに格納されるデータの単
位である基本データ単位と一対一で対応付けられており、前記複数の符号化データの各々
は、前記１以上のパケットに格納され、各前記パケットの前記ヘッダ情報は、（１）前記
基本データ単位に当該パケットのみが含まれる、（２）前記基本データ単位に複数のパケ
ットが含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ単位の先頭のパケットである、（３
）前記基本データ単位に複数のパケットが含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ
単位の先頭及び最後以外のパケットである、及び、（４）前記基本データ単位に複数のパ
ケットが含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ単位の最後のパケットである、の
いずれであるかを示す識別情報を含み、前記結合ステップでは、（１）前記基本データ単
位に当該パケットのみが含まれる、又は、（２）前記基本データ単位に複数のパケットが
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含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ単位の先頭のパケットである、ことを示す
前記識別情報が含まれる前記ヘッダ情報を有する前記パケットに含まれるペイロードデー
タの先頭を、前記各領域の前記符号化データの先頭であると判定してもよい。
【００３１】
　これによれば、受信装置は、パケットのヘッダ情報を用いて、当該パケットに格納され
ているデータが、どの領域の符号化データであるかを判定できる。
【００３２】
　例えば、前記パケットの前記ヘッダ情報は、さらに、前記複数の符号化データを含む前
記ピクチャの符号化データの先頭から、当該パケットに含まれる符号化データの先頭まで
のビット長を示すオフセット情報を含み、前記結合ステップでは、（１）前記基本データ
単位に当該パケットのみが含まれる、又は、（２）前記基本データ単位に複数のパケット
が含まれ、かつ、当該パケットが前記基本データ単位の先頭のパケットである、ことを示
す前記識別情報と、ゼロでない前記ビット長を示す前記オフセット情報と、が含まれる前
記ヘッダ情報を有する前記パケットに含まれるペイロードデータの先頭を、前記各領域の
前記符号化データの先頭であると判定してもよい。
【００３３】
　これによれば、受信装置は、パケットのヘッダ情報を用いて、当該パケットに格納され
ているデータが、どの領域の符号化データであるかを判定できる。
【００３４】
　例えば、前記受信方法は、さらに、前記ピクチャの解像度、前記ピクチャの前記複数の
領域への分割方法、及び、前記複数の復号部の処理能力の少なくとも一つに基づき、前記
複数の結合データの各々を復号する前記復号部を決定する決定ステップを含んでもよい。
【００３５】
　これによれば、受信装置は、各領域の符号化データを複数の復号部に適切に割り当てる
ことができる。
【００３６】
　また、本発明の一態様に係る送信装置は、ピクチャを複数の領域に分割する分割部と、
前記複数の領域の各々を独立して復号が可能なように符号化することで、前記複数の領域
の各々に対応する符号化データを生成する符号化部と、生成された複数の前記符号化デー
タを、複数のパケットに格納するパケット化部と、前記複数のパケットを送信する送信部
とを備え、前記パケット化部は、一つの前記パケットに、異なる前記領域に対応する前記
符号化データが格納されないように、前記複数の符号化データを前記複数のパケットに格
納する。
【００３７】
　これによれば、各領域の符号化データが異なるパケットに格納されるので、受信装置は
、パケットのペイロードに格納された符号化データを解析することなく、当該パケットに
格納されているデータが、どの領域の符号化データであるかを判定できる。これにより、
受信装置は、各復号部の復号対象データの生成処理を少ない処理量で行うことができる。
このように、受信装置における復号対象データの生成に係る処理量が低減される。
【００３８】
　また、本発明の一態様に係る受信装置は、ピクチャが分割されることにより得られた複
数の領域が、独立して復号が可能なように符号化されることで得られた複数の符号化デー
タが、異なる前記領域の前記符号化データが一つのパケットに格納されないようにパケッ
ト化されることで得られた複数のパケットを受信する受信部と、前記複数のパケットのい
ずれかに含まれる、前記ピクチャ内の全ての復号単位に対して共通に用いられる制御情報
と、前記複数の領域の前記複数の符号化データの各々とを結合することで、複数の結合デ
ータを生成する結合部と、前記複数の結合データを並列に復号する複数の復号部とを備え
る。
【００３９】
　これによれば、各領域の符号化データが異なるパケットに格納されるので、受信装置は
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、パケットのペイロードに格納された符号化データを解析することなく、当該パケットに
格納されているデータが、どの領域の符号化データであるかを判定できる。これにより、
受信装置は、各復号部の復号対象データの生成処理を少ない処理量で行うことができる。
このように、受信装置における復号対象データの生成に係る処理量が低減される。
【００４０】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組
み合わせで実現されてもよい。
【００４１】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００４２】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものである。以
下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形
態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。ま
た、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載され
ていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００４３】
　（実施の形態）
　以下では、動画像の符号化方式としてＨ．２６５を用いる場合を例に説明するが、Ｈ．
２６４など他の符号化方式を用いる場合にも本実施の形態を適用できる。
【００４４】
　図３は、本実施の形態におけるアクセスユニット（ピクチャ）を分割単位に分割した例
を示す図である。アクセスユニットは、Ｈ．２６５によって導入されたタイルと呼ばれる
機能により、水平及び垂直方向にそれぞれ２等分され、合計４つのタイルに分割される。
また、スライスセグメントとタイルは１対１に対応付けられる。
【００４５】
　このように水平及び垂直方向に２等分する理由について説明する。まず、復号時には、
一般的に水平１ラインのデータを格納するラインメモリが必要となるが、８Ｋ４Ｋなどの
超高解像度になると、水平方向のサイズが大きくなるためラインメモリのサイズが増加す
る。受信装置の実装においては、ラインメモリのサイズを低減できることが望ましい。ラ
インメモリのサイズを低減するためには垂直方向の分割が必要となる。垂直方向の分割に
はタイルというデータ構造が必要である。これらの理由により、タイルが用いられる。
【００４６】
　一方で、画像は一般的に水平方向の相関が高いため、水平方向に広い範囲を参照できる
ほうが符号化効率は向上する。従って、符号化効率の観点ではアクセスユニットが水平方
向に分割されることが望ましい。
【００４７】
　アクセスユニットが水平及び垂直方向に２等分されることで、これら２つの特性を両立
させ、実装面、及び符号化効率の両面を考慮できる。単一の復号器が４Ｋ２Ｋの動画像を
実時間での復号が可能の場合には、８Ｋ４Ｋの画像が４等分され、各々のスライスセグメ
ントが４Ｋ２Ｋとなるように分割されることで、受信装置は、８Ｋ４Ｋの画像を実時間で
復号できる。
【００４８】
　次に、アクセスユニットが水平及び垂直方向に分割されることで得られたタイルとスラ
イスセグメントとを１対１に対応付ける理由について説明する。Ｈ．２６５においては、
アクセスユニットは複数のＮＡＬ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ
）ユニットと呼ばれる単位から構成される。
【００４９】
　ＮＡＬユニットのペイロードは、アクセスユニットの開始位置を示すアクセスユニット
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デリミタ、シーケンス単位で共通に用いられる復号時の初期化情報であるＳＰＳ（Ｓｅｑ
ｕｅｎｃｅ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　Ｓｅｔ）、ピクチャ内で共通に用いられる復号時の初
期化情報であるＰＰＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　Ｓｅｔ）、復号処理自体
には不要であるが復号結果の処理及び表示などにおいて必要となるＳＥＩ（Ｓｕｐｐｌｅ
ｍｅｎｔａｌ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、並びに、スライス
セグメントの符号化データなどのいずれかを格納する。ＮＡＬユニットのヘッダは、ペイ
ロードに格納されるデータを識別するためのタイプ情報を含む。
【００５０】
　ここで、送信装置は、符号化データをＭＰＥＧ－２　ＴＳ、ＭＭＴ（ＭＰＥＧ　Ｍｅｄ
ｉａ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ａｄａｐｔｉｖｅ
　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｏｖｅｒ　ＨＴＴＰ）、又は、ＲＴＰ（Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　Ｔ
ｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などの多重化フォーマットによって多重化する際
には、基本単位をＮＡＬユニットに設定できる。１つのスライスセグメントを１つのＮＡ
Ｌユニットに格納するためには、アクセスユニットを領域に分割する際に、スライスセグ
メント単位に分割することが望ましい。このような理由から、送信装置は、タイルとスラ
イスセグメントとを１対１に対応付ける。
【００５１】
　なお、図４に示すように、送信装置は、タイル１からタイル４までをまとめて１つのス
ライスセグメントに設定することも可能である。しかし、この場合には、１つのＮＡＬユ
ニットに全てのタイルが格納されることになり、受信装置が、多重化レイヤにおいてタイ
ルを分離することが困難である。
【００５２】
　なお、スライスセグメントには独立に復号可能な独立スライスセグメントと、独立スラ
イスセグメントを参照する参照スライスセグメントとが存在するが、ここでは独立スライ
スセグメントが用いられる場合を説明する。
【００５３】
　図５は、図３に示すようにタイルとスライスセグメントとの境界が一致するように分割
されたアクセスユニットのデータの例を示す図である。アクセスユニットのデータは、先
頭に配置されたアクセスユニットデリミタが格納されるＮＡＬユニットと、その後に配置
されるＳＰＳ、ＰＰＳ、及びＳＥＩのＮＡＬユニットと、その後に配置されるタイル１か
らタイル４までのデータが格納されたスライスセグメントのデータとを含む。なお、アク
セスユニットのデータは、ＳＰＳ、ＰＰＳ及びＳＥＩのＮＡＬユニットの一部又は全てを
含まなくてもよい。
【００５４】
　次に、本実施の形態に係る送信装置１００の構成を説明する。図６は、本実施の形態に
係る送信装置１００の構成例を示すブロック図である。この送信装置１００は、符号化部
１０１と、多重化部１０２と、変調部１０３と、送信部１０４とを備える。
【００５５】
　符号化部１０１は、入力画像を、例えば、Ｈ．２６５に従い符号化することで符号化デ
ータを生成する。また、符号化部１０１は、例えば、図３に示すように、アクセスユニッ
トを４つのスライスセグメント（タイル）に分割し、各スライスセグメントを符号化する
。
【００５６】
　多重化部１０２は、符号化部１０１により生成された符号化データを多重化する。変調
部１０３は、多重化により得られたデータを変調する。送信部１０４は、変調後のデータ
を放送信号として送信する。
【００５７】
　次に、本実施の形態に係る受信装置２００の構成を説明する。図７は、本実施の形態に
係る受信装置２００の構成例を示すブロック図である。この受信装置２００は、チューナ
ー２０１と、復調部２０２と、逆多重化部２０３と、複数の復号部２０４Ａ～２０４Ｄと
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、表示部２０５とを備える。
【００５８】
　チューナー２０１は、放送信号を受信する。復調部２０２は、受信された放送信号を復
調する。復調後のデータは逆多重化部２０３に入力される。
【００５９】
　逆多重化部２０３は、復調後のデータを分割単位に分離し、分割単位毎のデータを復号
部２０４Ａ～２０４Ｄに出力する。ここで、分割単位とは、アクセスユニットが分割され
ることで得られた分割領域であり、例えば、Ｈ．２６５におけるスライスセグメントであ
る。また、ここでは、８Ｋ４Ｋの画像が４つの４Ｋ２Ｋの画像に分割される。よって、４
つの復号部２０４Ａ～２０４Ｄが存在する。
【００６０】
　複数の復号部２０４Ａ～２０４Ｄは、所定の基準クロックに基づいて互いに同期して動
作する。各復号部は、アクセスユニットのＤＴＳ（Ｄｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａ
ｍｐ）に従って分割単位の符号化データを復号し、復号結果を表示部２０５に出力する。
【００６１】
　表示部２０５は、複数の復号部２０４Ａ～２０４Ｄから出力された複数の復号結果を統
合することで８Ｋ４Ｋの出力画像を生成する。表示部２０５は、別途取得したアクセスユ
ニットのＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）に従って、生成さ
れた出力画像を表示する。なお、表示部２０５は、復号結果を統合する際に、タイルの境
界など、互いに隣接する分割単位の境界領域において、当該境界が視覚的に目立たなくな
るようにデブロックフィルタなどのフィルタ処理を行ってもよい。
【００６２】
　なお、上記では、放送の送信又は受信を行う送信装置１００及び受信装置２００を例に
説明したが、コンテンツは通信ネットワーク経由で送信及び受信されてもよい。受信装置
２００が、通信ネットワーク経由でコンテンツを受信する場合には、受信装置２００は、
イーサーネットなどのネットワークにより受信したＩＰパケットから多重化データを分離
する。
【００６３】
　放送においては、放送信号が送信されてから受信装置２００に届くまでの間の伝送路遅
延は一定である。一方、インターネットなどの通信ネットワークにおいては輻輳の影響に
より、サーバーから送信されたデータが受信装置２００に届くまでの伝送路遅延は一定で
ない。従って、受信装置２００は、放送のＭＰＥＧ－２　ＴＳにおけるＰＣＲのような基
準クロックに基づいた厳密な同期再生を行わないことが多い。そのため、受信装置２００
は、各復号部を厳密に同期させることはせずに、表示部において８Ｋ４Ｋの出力画像をＰ
ＴＳに従って表示してもよい。
【００６４】
　また、通信ネットワークの輻輳などにより、全ての分割単位の復号処理がアクセスユニ
ットのＰＴＳで示される時刻において完了していない場合がある。この場合には、受信装
置２００は、アクセスユニットの表示をスキップする、又は、少なくとも４つの分割単位
の復号が終了し、８Ｋ４Ｋの画像の生成が完了するまで表示を遅延させる。
【００６５】
　なお、放送と通信とを併用してコンテンツが送信及び受信されてもよい。また、ハード
ディスク又はメモリなどの記録媒体に格納された多重化データを再生する際にも本手法を
適用可能である。
【００６６】
　次に、多重化方式としてＭＭＴが用いられる場合の、スライスセグメントに分割された
アクセスユニットの多重化方法にについて説明する。
【００６７】
　図８は、ＨＥＶＣのアクセスユニットのデータを、ＭＭＴにパケット化する際の例を示
す図である。ＳＰＳ、ＰＰＳ及びＳＥＩなどはアクセスユニットに必ずしも含まれる必要
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はないが、ここでは存在する場合について例示する。
【００６８】
　アクセスユニットデリミタ、ＳＰＳ、ＰＰＳ、及びＳＥＩなどのアクセスユニット内で
先頭のスライスセグメントよりも前に配置されるＮＡＬユニットは一纏めにしてＭＭＴパ
ケット＃１に格納される。後続のスライスセグメントは、スライスセグメント毎に別々の
ＭＭＴパケットに格納される。
【００６９】
　なお、図９に示すように、アクセスユニット内で先頭のスライスセグメントよりも前に
配置されるＮＡＬユニットが、先頭のスライスセグメントと同一のＭＭＴパケットに格納
されてもよい。
【００７０】
　また、シーケンス又はストリームの終端を示す、Ｅｎｄ－ｏｆ－Ｓｅｑｕｅｎｃｅ又は
Ｅｎｄ－ｏｆ－ＢｉｔｓｔｒｅａｍなどのＮＡＬユニットが最終スライスセグメントの後
に付加される場合には、これらは、最終スライスセグメントと同一のＭＭＴパケットに格
納される。ただし、Ｅｎｄ－ｏｆ－Ｓｅｑｕｅｎｃｅ又はＥｎｄ－ｏｆ－Ｂｉｔｓｔｒｅ
ａｍなどのＮＡＬユニットは、復号処理の終了ポイント、又は２本のストリームの接続ポ
イントなどに挿入されるため、受信装置２００が、これらのＮＡＬユニットを、多重化レ
イヤにおいて容易に取得できることが望ましい場合がある。この場合には、これらのＮＡ
Ｌユニットは、スライスセグメントとは別のＭＭＴパケットに格納されてもよい。これに
より、受信装置２００は、多重化レイヤにおいてこれらのＮＡＬユニットを容易に分離で
きる。
【００７１】
　なお、多重化方式として、ＴＳ、ＤＡＳＨ又はＲＴＰなどが用いられてもよい。これら
の方式においても、送信装置１００は、異なるスライスセグメントをそれぞれ異なるパケ
ットに格納する。これにより、受信装置２００が多重化レイヤにおいてスライスセグメン
トを分離できることを保証できる。
【００７２】
　例えば、ＴＳが用いられる場合、スライスセグメント単位で符号化データがＰＥＳパケ
ット化される。ＲＴＰが用いられる場合、スライスセグメント単位で符号化データがＲＴ
Ｐパケット化される。これらの場合においても、図８に示すＭＭＴパケット＃１のように
、スライスセグメントよりも前に配置されるＮＡＬユニットとスライスセグメントとが別
々にパケット化されてもよい。
【００７３】
　ＴＳが用いられる場合、送信装置１００は、ｄａｔａ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ記述子を用
いることなどにより、ＰＥＳパケットに格納されるデータの単位を示す。また、ＤＡＳＨ
はセグメントと呼ばれるＭＰ４形式のデータ単位をＨＴＴＰなどによりダウンロードする
方式であるため、送信装置１００は、送信にあたって符号化データのパケット化は行わな
い。このため、送信装置１００は、受信装置２００がＭＰ４において多重化レイヤでスラ
イスセグメントを検出できるように、スライスセグメント単位でサブサンプルを作成し、
サブサンプルの格納位置を示す情報をＭＰ４のヘッダに格納してもよい。
【００７４】
　以下、スライスセグメントのＭＭＴパケット化について、詳細に説明する。
【００７５】
　図８に示すように、符号化データがパケット化されることで、ＳＰＳ及びＰＰＳなどの
アクセスユニット内の全スライスセグメントの復号時に共通に参照されるデータがＭＭＴ
パケット＃１に格納される。この場合、受信装置２００は、ＭＭＴパケット＃１のペイロ
ードデータと各スライスセグメントのデータとを連結し、得られたデータを復号部に出力
する。このように、受信装置２００は、複数のＭＭＴパケットのペイロードを連結するこ
とで、復号部への入力データを容易に生成できる。
【００７６】
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　図１０は、図８に示すＭＭＴパケットから復号部２０４Ａ～２０４Ｄへの入力データが
生成される例を示す図である。逆多重化部２０３は、ＭＭＴパケット＃１とＭＭＴパケッ
ト＃２とのペイロードデータを連結させることで、復号部２０４Ａが、スライスセグメン
ト１を復号するために必要なデータを生成する。逆多重化部２０３は、復号部２０４Ｂか
ら復号部２０４Ｄについても、同様に入力データを生成する。つまり、逆多重化部２０３
は、ＭＭＴパケット＃１とＭＭＴパケット＃３とのペイロードデータを連結させることで
、復号部２０４Ｂの入力データを生成する。逆多重化部２０３は、ＭＭＴパケット＃１と
ＭＭＴパケット＃４とのペイロードデータを連結させることで、復号部２０４Ｃの入力デ
ータを生成する。逆多重化部２０３は、ＭＭＴパケット＃１とＭＭＴパケット＃５とのペ
イロードデータを連結させることで、復号部２０４Ｄの入力データを生成する。
【００７７】
　なお、逆多重化部２０３は、アクセスユニットデリミタ及びＳＥＩなど、復号処理に必
要ではないＮＡＬユニットを、ＭＭＴパケット＃１のペイロードデータから除去し、復号
処理に必要であるＳＰＳ及びＰＰＳのＮＡＬユニットのみを分離してスライスセグメント
のデータに付加してもよい。
【００７８】
　図９に示すように符号化データがパケット化される場合には、逆多重化部２０３は、多
重化レイヤにおいてアクセスユニットの先頭データを含むＭＭＴパケット＃１を1番目の
復号部２０４Ａに出力する。また、逆多重化部２０３は、多重化レイヤにおいてアクセス
ユニットの先頭データを含むＭＭＴパケットを解析し、ＳＰＳ及びＰＰＳのＮＡＬユニッ
トを分離し、分離したＳＰＳ及びＰＰＳのＮＡＬユニットを２番目以降のスライスセグメ
ントのデータの各々に付加することで２番目以降の復号部の各々に対する入力データを生
成する。
【００７９】
　さらに、受信装置２００が、ＭＭＴパケットのヘッダに含まれる情報を用いて、ＭＭＴ
ペイロードに格納されるデータのタイプ、及び、ペイロードにスライスセグメントが格納
されている場合のアクセスユニット内における当該スライスセグメントのインデックス番
号を識別できることが望ましい。ここで、データのタイプとは、スライスセグメント前デ
ータ（アクセスユニット内で先頭スライスセグメントよりも前に配置されるＮＡＬユニッ
トをまとめて、このように呼ぶことにする）、及び、スライスセグメントのデータのいず
れである。ＭＭＴパケットに、スライスセグメントなどのＭＰＵをフラグメント化した単
位を格納する場合には、ＭＦＵ（Ｍｅｄｉａ　Ｆｒａｇｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ）を格納する
ためのモードが用いられる。送信装置１００は、本モードを用いる場合には、例えば、Ｍ
ＦＵにおけるデータの基本単位であるＤａｔａ　Ｕｎｉｔを、サンプル（ＭＭＴにおける
データ単位であり、アクセスユニットに相当する）、又は、サブサンプル（サンプルを分
割した単位）に設定できる。
【００８０】
　このとき、ＭＭＴパケットのヘッダは、Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒと呼ばれるフィールドと、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒと呼ばれるフィールド
とを含む。
【００８１】
　Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒは、ＭＭＴパケットのペイロードに
格納されるデータが、Ｄａｔａ　ｕｎｉｔをフラグメント化したものであるかどうか、フ
ラグメント化したものである場合には、当該フラグメントがＤａｔａ　ｕｎｉｔにおける
先頭或いは最終のフラグメント、又は、先頭と最終とのどちらでもないフラグメントであ
るかを示す。言い換えると、あるパケットのヘッダに含まれるＦｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏ
ｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒは、（１）基本データ単位であるＤａｔａ　ｕｎｉｔに当該パケ
ットのみが含まれる、（２）Ｄａｔａ　ｕｎｉｔが複数のパケットに分割して格納され、
かつ、当該パケットがＤａｔａ　ｕｎｉｔの先頭のパケットである、（３）Ｄａｔａ　ｕ
ｎｉｔが複数のパケットに分割して格納され、かつ、当該パケットがＤａｔａ　ｕｎｉｔ
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の先頭及び最後以外のパケットである、及び、（４）Ｄａｔａ　ｕｎｉｔが複数のパケッ
トに分割して格納され、かつ、当該パケットがＤａｔａ　ｕｎｉｔの最後のパケットであ
る、のいずれであるかを示す識別情報である。
【００８２】
　Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒは、ＭＭＴパケットに格納されるデータが、Ｄａｔ
ａ　ｕｎｉｔにおいて何番目のフラグメントに相当するかを示すインデックス番号である
。
【００８３】
　従って、送信装置１００が、ＭＭＴにおけるサンプルをＤａｔａ　ｕｎｉｔに設定し、
スライスセグメント前データ、及び、各スライスセグメントを、それぞれＤａｔａ　ｕｎ
ｉｔのフラグメント単位に設定することで、受信装置２００は、ＭＭＴパケットのヘッダ
に含まれる情報を用いて、ペイロードに格納されるデータのタイプが識別できる。つまり
、逆多重化部２０３は、ＭＭＴパケットのヘッダを参照して、各復号部２０４Ａ～２０４
Ｄへの入力データを生成できる。
【００８４】
　図１１は、サンプルがＤａｔａ　ｕｎｉｔに設定され、スライスセグメント前データ、
及び、スライスセグメントがＤａｔａ　ｕｎｉｔのフラグメントとしてパケット化される
場合の例を示す図である。
【００８５】
　スライスセグメント前データ、及びスライスセグメントは、フラグメント＃１からフラ
グメント＃５までの５つのフラグメントに分割される。各フラグメントは個別のＭＭＴパ
ケットに格納される。このとき、ＭＭＴパケットのヘッダに含まれるＦｒａｇｍｅｎｔａ
ｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ及びＦｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒの値は図示する通
りである。
【００８６】
　例えば、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒは、２進数の２ビット値である。Ｄａ
ｔａ　ｕｎｉｔの先頭であるＭＭＴパケット＃１のＦｒａｇｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ、最終であるＭＭＴパケット＃５のＦｒａｇｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、及び、そ
の間のパケットであるＭＭＴパケット＃２からＭＭＴパケット＃４までのＦｒａｇｍｅｎ
ｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒは、それぞれ別の値に設定される。具体的には、Ｄａｔａ　ｕｎ
ｉｔの先頭であるＭＭＴパケット＃１のＦｒａｇｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒは０１に
設定され、最終であるＭＭＴパケット＃５のＦｒａｇｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒは１
１に設定され、その間のパケットであるＭＭＴパケット＃２からＭＭＴパケット＃４まで
のＦｒａｇｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒは１０に設定される。なお、Ｄａｔａ　ｕｎｉ
ｔに一つのＭＭＴパケットのみが含まれる場合には、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒは００に設定される。
【００８７】
　また、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒは、ＭＭＴパケット＃１においてはフラグメ
ントの総数である５から１を減算した値である４であり、後続パケットにおいては順に１
ずつ減少し、最後のＭＭＴパケット＃５においては０である。
【００８８】
　従って、受信装置２００は、スライスセグメント前データを格納するＭＭＴパケットを
、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、及び、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒの
いずれかを用いて識別できる。また、受信装置２００は、Ｎ番目のスライスセグメントを
格納するＭＭＴパケットを、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒを参照することにより識
別できる。
【００８９】
　ＭＭＴパケットのヘッダは、別途、Ｄａｔａ　ｕｎｉｔが属するＭｏｖｉｅ　Ｆｒａｇ
ｍｅｎｔのＭＰＵ内でのシーケンス番号と、ＭＰＵ自体のシーケンス番号と、Ｄａｔａ　
ｕｎｉｔが属するサンプルのＭｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔ内におけるシーケンス番号と
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を含む。逆多重化部２０３は、これらを参照することで、Ｄａｔａ　ｕｎｉｔが属するサ
ンプルを一意に決定できる。
【００９０】
　更に、逆多重化部２０３は、Ｄａｔａ　ｕｎｉｔ内におけるフラグメントのインデック
ス番号をＦｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒなどから決定できるため、パケットロスが発
生した場合にも、フラグメントに格納されるスライスセグメントを一意に特定できる。例
えば、逆多重化部２０３は、図１１に示すフラグメント＃４がパケットロスにより取得で
きなかった場合でも、フラグメント＃３の次に受信したフラグメントがフラグメント＃５
であることが分かるため、フラグメント＃５に格納されるスライスセグメント４を、復号
部２０４Ｃではなく復号部２０４Ｄに正しく出力することができる。
【００９１】
　なお、パケットロスが発生しないことが保証される伝送路が使用される場合には、逆多
重化部２０３は、ＭＭＴパケットのヘッダを参照してＭＭＴパケットに格納されるデータ
のタイプ、又はスライスセグメントのインデックス番号を決定せずに、到着したパケット
を周期的に処理すればよい。例えば、アクセスユニットが、スライス前データ、及び、４
つのスライスセグメントの計５つのＭＭＴパケットにより送信される場合には、受信装置
２００は、復号を開始するアクセスユニットのスライス前データを決定した後は、受信し
たＭＭＴパケットを順に処理することで、スライス前データ、及び、４つのスライスセグ
メントのデータを順に取得できる。
【００９２】
　以下、パケット化の変形例について説明する。
【００９３】
　スライスセグメントは、必ずしもアクセスユニットの面内を水平方向と垂直方向との両
方に分割されたものである必要はなく、図１に示すように、アクセスユニットを水平方向
のみに分割されたものでもよいし、垂直方向のみに分割されたものでもよい。
【００９４】
　また、水平方向のみにアクセスユニットが分割される場合には、タイルが用いられる必
要はない。
【００９５】
　また、アクセスユニットにおける面内の分割数は任意であり、４つに限定されるもので
はない。但し、スライスセグメント及びタイルの領域サイズはＨ．２６５などの符号化規
格の下限以上である必要がある。
【００９６】
　送信装置１００は、アクセスユニットにおける面内の分割方法を示す識別情報を、ＭＭ
Ｔメッセージ、又はＴＳのデスクリプタなどに格納してもよい。例えば、面内における水
平方向と垂直方向との分割数とをそれぞれ示す情報が格納されてもよい。または、図３に
示すように水平方向及び垂直方向にそれぞれ２等分されている、又は、図１に示すように
水平方向に４等分されているなど、分割方法に対して固有の識別情報が割り当てられても
よい。例えば、図３に示すようにアクセスユニットが分割されている場合は、識別情報は
モード１を示し、図１に示すようにアクセスユニットが分割されている場合には、識別情
報はモード１を示す。
【００９７】
　また、面内の分割方法に関連する符号化条件の制約を示す情報が、多重化レイヤに含ま
れてもよい。例えば、１つのスライスセグメントが１つのタイルから構成されること示す
情報が用いられてもよい。または、スライスセグメント或いはタイルの復号時に動き補償
を行う場合の参照ブロックが、画面内の同一位置のスライスセグメント或いはタイルに制
限される、又は、隣接スライスセグメントにおける所定の範囲内のブロックに限定される
ことなどを示す情報が用いられてもよい。
【００９８】
　また、送信装置１００は、動画像の解像度に応じて、アクセスユニットを複数のスライ
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スセグメントに分割するかどうかを切替えてもよい。例えば、送信装置１００は、処理対
象の動画像が４Ｋ２Ｋの解像度の場合には面内の分割を行わずに、処理対象の動画像が８
Ｋ４Ｋの場合にはアクセスユニットを４つに分割してもよい。８Ｋ４Ｋの動画像の場合の
分割方法を予め規定しておくことにより、受信装置２００は、受信する動画像の解像度を
取得することで、面内の分割の有無、及び分割方法を決定し、復号動作を切替えることが
できる。
【００９９】
　また、受信装置２００は、面内の分割の有無を、ＭＭＴパケットのヘッダを参照するこ
とにより検出できる。例えば、アクセスユニットが分割されない場合には、ＭＭＴのＤａ
ｔａ　ｕｎｉｔがサンプルに設定されていれば、Ｄａｔａ　ｕｎｉｔのフラグメントは行
われない。従って、受信装置２００は、ＭＭＴパケットのヘッダに含まれるＦｒａｇｍｅ
ｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒの値が常にゼロの場合には、アクセスユニットは分割されないと判
定できる。または、受信装置２００は、Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒの値が常に０１であるかどうかを検出してもよい。受信装置２００は、Ｆｒａｇｍｅｎ
ｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒの値が常に０１の場合もアクセスユニットは分割され
ないと判定できる。
【０１００】
　また、受信装置２００は、アクセスユニットにおける面内の分割数と復号部の数とが一
致しない場合にも対応できる。例えば、受信装置２００が、８Ｋ２Ｋの符号化データを実
時間で復号できる２つの復号部２０４Ａ及び２０４Ｂを備える場合には、逆多重化部２０
３は、復号部２０４Ａに対して、８Ｋ４Ｋの符号化データを構成する４つのスライスセグ
メントのうちの２つを出力する。
【０１０１】
　図１２は、図８に示すようにＭＭＴパケット化されたデータが、２つの復号部２０４Ａ
及び２０４Ｂに入力される場合の動作例を示す図である。ここで、受信装置２００は、復
号部２０４Ａ及び２０４Ｂにおける復号結果を、そのまま統合して出力できることが望ま
しい。よって、逆多重化部２０３は、復号部２０４Ａ及び２０４Ｂの各々の復号結果が空
間的に連続するように、復号部２０４Ａ及び２０４Ｂの各々に出力するスライスセグメン
トを選択する。
【０１０２】
　また、逆多重化部２０３は、動画像の符号化データの解像度又はフレームレートなどに
応じて、使用する復号部を選択してもよい。例えば、受信装置２００が４Ｋ２Ｋの復号部
を４つ備える場合には、入力画像の解像度が８Ｋ４Ｋであれば、受信装置２００は、４つ
全ての復号部を用いて復号処理を行う。また、受信装置２００は、入力画像の解像度が４
Ｋ２Ｋであれば１つの復号部のみを用いて復号処理を行う。または、逆多重化部２０３は
、面内が４つに分割されていても、８Ｋ４Ｋを単一の復号部により実時間で復号できる場
合には、全ての分割単位を統合して一つの復号部に出力する。
【０１０３】
　さらに、受信装置２００は、フレームレートを考慮して使用する復号部を決定してもよ
い。例えば、受信装置２００が、解像度が８Ｋ４Ｋである場合に実時間で復号可能なフレ
ームレートの上限が６０ｆｐｓである復号部を２台備える場合に、８Ｋ４Ｋで１２０ｆｐ
ｓの符号化データが入力されるケースがある。このとき、面内が４つの分割単位から構成
されるとすると、図１２の例と同様に、スライスセグメント１とスライスセグメント２と
が復号部２０４Ａに入力され、スライスセグメント３とスライスセグメント４とが復号部
２０４Ｂに入力される。各々の復号部２０４Ａ及び２０４Ｂは、８Ｋ２Ｋ（解像度が８Ｋ
４Ｋの半分）であれば１２０ｆｐｓまで実時間で復号できるため、これら２台の復号部２
０４Ａ及び２０４Ｂにより復号処理が行われる。
【０１０４】
　また、解像度及びフレームレートが同一であっても、符号化方式におけるプロファイル
、或いはレベル、又は、Ｈ．２６４或いはＨ．２６５など符号化方式自体が異なると処理
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量が異なる。よって、受信装置２００は、これらの情報に基づいて使用する復号部を選択
してもよい。なお、受信装置２００は、放送又は通信により受信した符号化データを全て
復号することができない場合、又は、ユーザーが選択した領域を構成する全てのスライス
セグメント又はタイルが復号できない場合には、復号部の処理範囲内で復号可能なスライ
スセグメント又はタイルを自動的に決定してもよい。または、受信装置２００は、ユーザ
ーが復号する領域を選択するためのユーザインタフェースを提供してもよい。このとき、
受信装置２００は、全て領域を復号できないことを示す警告メッセージを表示してもよい
し、復号可能な領域、スライスセグメント又はタイルの個数を示す情報を表示してもよい
。
【０１０５】
　また、上記方法は、同一符号化データのスライスセグメントを格納するＭＭＴパケット
が、放送及び通信など複数の伝送路を用いて送信及び受信される場合にも適用できる。
【０１０６】
　また、送信装置１００は、分割単位の境界を目立たなくするために、各スライスセグメ
ントの領域がオーバーラップするように符号化を行ってもよい。図１３に示す例では、８
Ｋ４Ｋのピクチャが４つのスライスセグメント１～４に分割される。スライスセグメント
１～３の各々は、例えば、８Ｋ×１．１Ｋであり、スライスセグメント４は８Ｋ×１Ｋで
ある。また、隣接するスライスセグメントは互いにオーバーラップする。こうすることで
、点線で示す４分割した場合の境界においては、符号化時の動き補償が効率的に実行でき
るため、境界部分の画質が向上する。このように、境界部分の画質劣化が低減される。
【０１０７】
　この場合、表示部２０５は、８Ｋ×１．１Ｋの領域から、８Ｋ×１Ｋの領域を切り出し
、得られた領域を統合する。なお、送信装置１００は、スライスセグメントがオーバーラ
ップして符号化されているかどうか、及び、オーバーラップの範囲を示す情報を、多重化
レイヤ、又は、符号化データ内に含めて、別途送信してもよい。
【０１０８】
　なお、タイルが使用される場合にも、同様の手法を適用可能である。
【０１０９】
　以下、送信装置１００の動作の流れを説明する。図１４は、送信装置１００の動作例を
示すフローチャートである。
【０１１０】
　まず、符号化部１０１は、ピクチャ（アクセスユニット）を複数の領域である複数のス
ライスセグメント（タイル）に分割する（Ｓ１０１）。次に、符号化部１０１は、複数の
スライスセグメントの各々を独立して復号が可能なように符号化することで、複数のスラ
イスセグメントの各々に対応する符号化データを生成する（Ｓ１０２）。なお、符号化部
１０１は、複数のスライスセグメントを単一の符号化部で符号化してもよし、複数の符号
化部で並列処理してもよい。
【０１１１】
　次に、多重化部１０２は、符号化部１０１で生成された複数の符号化データを、複数の
ＭＭＴパケットに格納することで、複数の符号化データを多重化する（Ｓ１０３）。具体
的には、図８及び図９に示すように、多重化部１０２は、一つのＭＭＴパケットに、異な
るスライスセグメントに対応する符号化データが格納されないように、複数の符号化デー
タを複数のＭＭＴパケットに格納する。また、多重化部１０２は、図８に示すように、ピ
クチャ内の全ての復号単位に対して共通に用いられる制御情報を、複数の符号化データが
格納される複数のＭＭＴパケット＃２～＃５とは異なるＭＭＴパケット＃１に格納する。
ここで制御情報は、アクセスユニットデリミタ、ＳＰＳ，ＰＰＳ及びＳＥＩのうち少なく
とも一つを含む。
【０１１２】
　なお、多重化部１０２は、制御情報を、複数の符号化データが格納される複数のＭＭＴ
パケットのいずれかと同じＭＭＴパケットに格納してもよい。例えば、図９に示すように
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、多重化部１０２は、制御情報を、複数の符号化データが格納される複数のＭＭＴパケッ
トのうちの先頭のＭＭＴパケット（図９のＭＭＴパケット＃１）に格納してもよい。
【０１１３】
　最後に、送信装置１００は、複数のＭＭＴパケットを送信する。具体的には、変調部１
０３は、多重化により得られたデータを変調し、送信部１０４は、変調後のデータを送信
する（Ｓ１０４）。
【０１１４】
　図１５は、受信装置２００の構成例を示すブロック図であり、図７に示す逆多重化部２
０３及びその後段の構成を詳細に示す図である。図１５に示すように、受信装置２００は
、さらに、復号命令部２０６を備える。また、逆多重化部２０３は、タイプ判別部２１１
と、制御情報取得部２１２と、スライス情報取得部２１３と、復号データ生成部２１４と
を備える。
【０１１５】
　以下、受信装置２００の動作の流れを説明する。図１６は、受信装置２００の動作例を
示すフローチャートである。ここでは、１つのアクセスユニットに対する動作を示す。複
数のアクセスユニットの復号処理が実行される場合には、本フローチャートの処理が繰り
返される。
【０１１６】
　まず、受信装置２００は、は、例えば、送信装置１００により生成された複数のパケッ
ト（ＭＭＴパケット）を受信する（Ｓ２０１）。
【０１１７】
　次に、タイプ判別部２１１は、受信パケットのヘッダを解析することで、受信パケット
に格納されている符号化データのタイプを取得する（Ｓ２０２）。
【０１１８】
　次に、タイプ判別部２１１は、取得された符号化データのタイプに基づき、受信パケッ
トに格納されているデータがスライスセグメント前データであるか、スライスセグメント
のデータであるかを判定する（Ｓ２０３）。
【０１１９】
　受信パケットに格納されているデータがスライスセグメント前データである場合（Ｓ２
０３でＹｅｓ）、制御情報取得部２１２は、受信パケットのペイロードから処理対象のア
クセスユニットのスライスセグメント前データを取得し、当該スライスセグメント前デー
タをメモリに格納する（Ｓ２０４）。
【０１２０】
　一方、受信パケットに格納されているデータがスライスセグメントのデータである場合
（Ｓ２０３でＮｏ）、受信装置２００は、受信パケットのヘッダ情報を用いて、当該受信
パケットに格納されているデータが、複数の領域のうちいずれの領域の符号化データであ
るかを判定する。具体的には、スライス情報取得部２１３は、受信パケットのヘッダを解
析することで、受信パケットに格納されているスライスセグメントのインデックス番号Ｉ
ｄｘを取得する（Ｓ２０５）。具体的には、インデックス番号Ｉｄｘは、アクセスユニッ
ト（ＭＭＴにおけるサンプル）のＭｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔ内におけるインデックス
番号である。
【０１２１】
　なお、このステップＳ２０５の処理は、ステップＳ２０２においてまとめて行われても
よい。
【０１２２】
　次に、復号データ生成部２１４は、当該スライスセグメントを復号する復号部を決定す
る（Ｓ２０６）。具体的には、インデックス番号Ｉｄｘと複数の復号部とは予め対応付け
られており、復号データ生成部２１４は、ステップＳ２０５で取得されたインデックス番
号Ｉｄｘに対応する復号部を、当該スライスセグメントを復号する復号部を決定する。
【０１２３】
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　なお、復号データ生成部２１４は、図１２の例において説明したように、アクセスユニ
ット（ピクチャ）の解像度、アクセスユニットの複数のスライスセグメント（タイル）へ
の分割方法、及び受信装置２００が備える複数の復号部の処理能力の少なくとも一つに基
づき、当該スライスセグメントを復号する復号部を決定してもよい。例えば、復号データ
生成部２１４は、アクセスユニットの分割方法を、ＭＭＴのメッセージ、又はＴＳのセク
ションなどのデスクリプタにおける識別情報に基づいて判別する。
【０１２４】
　次に、復号データ生成部２１４は、複数のパケットのいずれかに含まれる、ピクチャ内
の全ての復号単位に対して共通に用いられる制御情報と、複数のスライスセグメントの複
数の符号化データの各々とを結合することで、複数の復号部へ入力される複数の入力デー
タ（結合データ）を生成する。具体的には、復号データ生成部２１４は、受信パケットの
ペイロードからスライスセグメントのデータを取得する。復号データ生成部２１４は、ス
テップＳ２０４でメモリに格納されたスライスセグメント前データと、取得されたスライ
スセグメントのデータとを結合することで、ステップＳ２０６で決定された復号部への入
力データを生成する（Ｓ２０７）。
【０１２５】
　ステップＳ２０４又はＳ２０７の後、受信パケットのデータがアクセスユニットの最終
データでない場合（Ｓ２０８でＮｏ）、ステップＳ２０１以降の処理が再度行われる。つ
まり、アクセスユニットに含まれる全てのスライスセグメントに対応する、複数の復号部
２０４Ａ～２０４Ｄへの入力データが生成されるまで、上記処理が繰り返される。
【０１２６】
　なお、パケットが受信されるタイミングは、図１６に示すタイミングに限らず、予め又
は順次複数のパケットが受信され、メモリ等に格納されてもよい。
【０１２７】
　一方、受信パケットのデータがアクセスユニットの最終データである場合（Ｓ２０８で
Ｙｅｓ）、復号命令部２０６は、ステップＳ２０７で生成された、複数の入力データを、
対応する復号部２０４Ａ～２０４Ｄへ出力する（Ｓ２０９）。
【０１２８】
　次に、複数の復号部２０４Ａ～２０４Ｄは、アクセスユニットのＤＴＳに従い、複数の
入力データを並列に復号することで、複数の復号画像を生成する（Ｓ２１０）。
【０１２９】
　最後に、表示部２０５は、複数の復号部２０４Ａ～２０４Ｄで生成された複数の復号画
像を結合することで表示画像を生成し、アクセスユニットのＰＴＳに従い当該表示画像を
表示する（Ｓ２１１）。
【０１３０】
　なお、受信装置２００は、アクセスユニットのＤＴＳ及びＰＴＳを、ＭＰＵのヘッダ情
報、又は、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔのヘッダ情報を格納するＭＭＴパケットのペイ
ロードデータを解析することにより取得する。また、受信装置２００は、多重化方式とし
てＴＳが使用されている場合にはＰＥＳパケットのヘッダからアクセスユニットのＤＴＳ
及びＰＴＳを取得する。受信装置２００は、多重化方式としてＲＴＰが使用されている場
合にはＲＴＰパケットのヘッダからアクセスユニットのＤＴＳ及びＰＴＳを取得する。
【０１３１】
　また、表示部２０５は、複数の復号部の復号結果を統合する際に、隣接する分割単位の
境界においてデブロックフィルタなどのフィルタ処理を行ってもよい。なお、単一の復号
部の復号結果を表示する場合にはフィルタ処理は不要であるため、表示部２０５は、複数
の復号部の復号結果の境界にフィルタ処理を行うかどうかに応じて処理を切替えてもよい
。フィルタ処理が必要かどうかは、分割の有無などに応じて予め規定されていてもよい。
または、フィルタ処理が必要かどうかを示す情報が、多重化レイヤに別途格納されてもよ
い。また、フィルタ係数などフィルタ処理に必要な情報は、ＳＰＳ、ＰＰＳ、ＳＥＩ、又
はスライスセグメント内に格納される場合がある。復号部２０４Ａ～２０４Ｄ、又は逆多
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重化部２０３がＳＥＩを解析することによりこれらの情報を取得し、取得された情報を表
示部２０５に出力する。表示部２０５は、これらの情報を用いてフィルタ処理を行う。な
お、これらの情報がスライスセグメント内に格納される場合には、復号部２０４Ａ～２０
４Ｄがこれらの情報を取得することが望ましい。
【０１３２】
　なお、上記説明では、フラグメントに格納されるデータの種類がスライスセグメント前
データとスライスセグメントとの２種類である場合の例を示したが、データの種類は３種
類以上であってもよい。この場合には、ステップＳ２０３においてタイプに応じた場合分
けが行われる。
【０１３３】
　また、送信装置１００は、スライスセグメントのデータサイズが大きい場合にスライス
セグメントをフラグメント化してＭＭＴパケットに格納してもよい。つまり、送信装置１
００は、スライスセグメント前データ及びスライスセグメントをフラグメント化してもよ
い。この場合に、図１１に示したパケット化の例のようにアクセスユニットとＤａｔａ　
ｕｎｉｔとを等しく設定すると以下の問題が生じる。
【０１３４】
　例えばスライスセグメント１が３つのフラグメントに分割される場合、スライスセグメ
ント１がＦｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒ値が１から３の３つのパケットに分割して送
信される。また、スライスセグメント２以降では、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒ値
が４以上となり、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒの値とペイロードに格納されるデー
タとの対応付けが取れなくなる。従って、受信装置２００は、ＭＭＴパケットのヘッダの
情報から、スライスセグメントの先頭データを格納するパケットを特定できない。
【０１３５】
　このような場合には、受信装置２００は、ＭＭＴパケットのペイロードのデータを解析
して、スライスセグメントの開始位置を特定してもよい。ここで、Ｈ．２６４又はＨ．２
６５においてＮＡＬユニットを多重化レイヤに格納する形式として、ＮＡＬユニットヘッ
ダの直前に特定のビット列からなるスタートコードが付加されるバイトストリームフォー
マットと呼ばれる形式と、ＮＡＬユニットのサイズを示すフィールドが付加されるＮＡＬ
サイズフォーマットと呼ばれる形式との２種類がある。
【０１３６】
　バイトストリームフォーマットは、ＭＰＥＧ－２システム及びＲＴＰなどにおいて用い
られる。ＮＡＬサイズフォーマットは、ＭＰ４、並びにＭＰ４を使用するＤＡＳＨ及びＭ
ＭＴなどにおいて用いられる。
【０１３７】
　バイトストリームフォーマットが用いられる場合、受信装置２００は、パケットの先頭
データがスタートコードと一致するかどうかを解析する。受信装置２００は、パケットの
先頭データがスタートコードと一致していれば、その後に続くＮＡＬユニットヘッダから
ＮＡＬユニットのタイプを取得することで、当該パケットに含まれるデータがスライスセ
グメントのデータであるかどうかを検出できる。
【０１３８】
　一方、ＮＡＬサイズフォーマットの場合には、受信装置２００は、ビット列に基づいて
ＮＡＬユニットの開始位置を検出できない。従って、受信装置２００は、ＮＡＬユニット
の開始位置を取得するために、アクセスユニットの先頭ＮＡＬユニットから順に、ＮＡＬ
ユニットのサイズ分だけデータの読出すことでポインタをシフトさせていく必要がある。
【０１３９】
　但し、ＭＭＴにおけるＭＰＵ又はＭｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔのヘッダにおいて、サ
ブサンプル単位のサイズが示され、サブサンプルがスライス前データ又はスライスセグメ
ントに対応する場合には、受信装置２００は、サブサンプルのサイズ情報に基づいて各Ｎ
ＡＬユニットの開始位置を特定できる。そのため、送信装置１００は、サブサンプル単位
の情報がＭＰＵ又はＭｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔに存在するかどうかを示す情報を、Ｍ
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ＭＴにおけるＭＰＴなどの、受信装置２００がデータの受信開始時に取得する情報に含め
てもよい。
【０１４０】
　なお、ＭＰＵのデータはＭＰ４フォーマットをベースに拡張したものである。ＭＰ４に
おいては、Ｈ．２６４又はＨ．２６５のＳＰＳ及びＰＰＳなどのパラメータセットをサン
プルデータとして格納可能なモードと、格納できないモードとがある。また、このモード
を特定するための情報がＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙのエントリ名として示される。格納可能
なモードが用いられており、パラメータセットがサンプルに含まれる場合には、受信装置
２００は、上述した方法によりパラメータセットを取得する。
【０１４１】
　一方、格納できないモードが用いられている場合には、パラメータセットは、Ｓａｍｐ
ｌｅＥｎｔｒｙ内のＤｅｃｏｄｅｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎとして
格納される、又は、パラメータセット用のストリームを用いて格納される。ここで、パラ
メータセット用のストリームは一般的には使用されていないので、送信装置１００は、Ｄ
ｅｃｏｄｅｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎにパラメータセットを格納す
ることが望ましい。この場合には、受信装置２００は、ＭＭＴパケットにおいてＭＰＵの
メタデータ、又は、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔのメタデータとしてとして送信される
ＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙを解析して、アクセスユニットが参照するパラメータセットを取
得する。
【０１４２】
　パラメータセットがサンプルデータとして格納される場合には、受信装置２００は、Ｓ
ａｍｐｌｅＥｎｔｒｙを参照せずにサンプルデータのみを参照すれば復号に必要なパラメ
ータセットが取得できる。このとき、送信装置１００は、ＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙにパラ
メータセットを格納しなくてもよい。こうすることで、送信装置１００は、異なるＭＰＵ
において同一のＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙを用いることができるので、ＭＰＵ生成時の送信
装置１００の処理負荷を低減できる。さらに、受信装置２００がＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙ
内のパラメータセットを参照する必要がなくなるというメリットがある。
【０１４３】
　または、送信装置１００は、ＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙにデフォルトのパラメータセット
を１つ格納し、アクセスユニットが参照するパラメータセットをサンプルデータに格納し
てもよい。従来のＭＰ４においては、ＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙにパラメータセットを格納
するのが一般的であったため、ＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙにパラメータセットが存在しない
場合、再生を停止する受信装置が存在する可能性がある。上記の方法を用いることで、こ
の問題を解決できる。
【０１４４】
　または、送信装置１００は、デフォルトのパラメータセットとは異なるパラメータセッ
トが使用される場合にのみ、サンプルデータにパラメータセットを格納してもよい。
【０１４５】
　なお、両モード共に、パラメータセットをＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙに格納することは可
能であるため、送信装置１００は、パラメータセットを常にＶｉｓｕａｌＳａｍｐｌｅＥ
ｎｔｒｙに格納し、受信装置２００は常にＶｉｓｕａｌＳａｍｐｌｅＥｎｔｒｙからパラ
メータセットを取得してもよい。
【０１４６】
　なお、ＭＭＴ規格においては、Ｍｏｏｖ及びＭｏｏｆなどＭＰ４のヘッダ情報はＭＰＵ
メタと呼ばれるが、送信装置１００は、ＭＰＵメタを必ずしも送信しなくてもよい。さら
に、受信装置２００は、ＡＲＩＢ（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓ　ａｎｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ）規格のサービス、アセットのタイプ、
又は、ＭＰＵメタの伝送有無などに基づいて、サンプルデータ内にＳＰＳ及びＰＰＳが格
納されるかどうかを判定することも可能である。
【０１４７】
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　図１７は、スライスセグメント前データ及び各スライスセグメントが、それぞれ異なる
Ｄａｔａ　ｕｎｉｔに設定される場合の例を示す図である。
【０１４８】
　図１７に示す例では、スライスセグメント前データ、及びスライスセグメント１からス
ライスセグメント４までのデータサイズは、それぞれＬｅｎｇｔｈ＃１からＬｅｎｇｔｈ
＃５である。ＭＭＴパケットのヘッダに含まれるＦｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒ、及び、Ｏｆｆｓｅｔの各フィールド値
は図中に示す通りである。
【０１４９】
　ここで、Ｏｆｆｓｅｔは、ペイロードデータが属するサンプル（アクセスユニット又は
ピクチャ）の符号化データの先頭から、当該ＭＭＴパケットに含まれるペイロードデータ
（符号化データ）の先頭バイトまでのビット長（オフセット）を示すオフセット情報であ
る。なお、Ｆｒａｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｎｔｅｒの値はフラグメントの総数から１を減算し
た値から開始するとして説明するが、他の値から開始してもよい。
【０１５０】
　図１８は、Ｄａｔａ　ｕｎｉｔがフラグメント化される場合の例を示す図である。図１
８に示す例では、スライスセグメント１が３つのフラグメントに分割され、それぞれＭＭ
Ｔパケット＃２からＭＭＴパケット＃４に格納される。このときも、各フラグメントのデ
ータサイズを、それぞれＬｅｎｇｔｈ＃２＿１からＬｅｎｇｔｈ＃２＿３とすると、各フ
ィールドの値は図中に示す通りである。
【０１５１】
　このように、スライスセグメントなどのデータ単位がＤａｔａ　ｕｎｉｔに設定される
場合、アクセスユニットの先頭、及びスライスセグメントの先頭は、ＭＭＴパケットヘッ
ダのフィールド値に基づいて以下のように決定できる。
【０１５２】
　Ｏｆｆｓｅｔの値が０であるパケットにおけるペイロードの先頭は、アクセスユニット
の先頭である。
【０１５３】
　Ｏｆｆｓｅｔの値が０とは異なる値であり、かつ、Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎ
ｄｃａｔｏｒｎｏ値が００又は０１であるパケットのペイロードの先頭が、スライスセグ
メントの先頭である。
【０１５４】
　また、Ｄａｔａ　ｕｎｉｔのフラグメント化が発生せず、パケットロスも発生しない場
合には、受信装置２００は、アクセスユニットの先頭を検出した後に取得したスライスセ
グメントの数に基づいて、ＭＭＴパケットに格納されるスライスセグメントのインデック
ス番号を特定できる。
【０１５５】
　また、スライスセグメント前データのＤａｔａ　ｕｎｉｔがフラグメント化される場合
においても、同様に、受信装置２００は、アクセスユニット、及びスライスセグメントの
先頭を検出できる。
【０１５６】
　また、パケットロスが発生した場合、又は、スライスセグメント前データに含まれるＳ
ＰＳ、ＰＰＳ及びＳＥＩが別々のＤａｔａ　ｕｎｉｔに設定された場合においても、受信
装置２００は、ＭＭＴヘッダの解析結果に基づいてスライスセグメントの先頭データを格
納したＭＭＴパケットを特定し、その後、スライスセグメントのヘッダを解析することで
、ピクチャ（アクセスユニット）内におけるスライスセグメント又はタイルの開始位置を
特定できる。スライスヘッダの解析に係る処理量は小さく、処理負荷は問題とならない。
【０１５７】
　このように、複数のスライスセグメントの複数の符号化データの各々は、１以上のパケ
ットに格納されるデータの単位である基本データ単位（Ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）と一対一で
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対応付けられている。また、複数の符号化データの各々は、１以上のＭＭＴパケットに格
納される。
【０１５８】
　各ＭＭＴパケットのヘッダ情報は、Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
（識別情報）及びＯｆｆｓｅｔ（オフセット情報）を含む。
【０１５９】
　受信装置２００は、受信装置２００は、値が００又は０１であるＦｒａｇｍｅｎｔａｔ
ｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒが含まれるヘッダ情報を有するパケットに含まれるペイロー
ドデータの先頭を、各スライスセグメントの符号化データの先頭であると判定する。具体
的には、値が０でないＯｆｆｓｅｔと、値が００又は０１であるＦｒａｇｍｅｎｔａｔｉ
ｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒとが含まれるヘッダ情報を有するパケットに含まれるペイロー
ドデータの先頭を、各スライスセグメントの符号化データの先頭であると判定する。
【０１６０】
　また、図１７の例では、Ｄａｔａ　ｕｎｉｔの先頭は、アクセスユニットの先頭、又は
、スライスセグメントの先頭のいずれかであり、Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒの値は００又は０１である。さらに、受信装置２００は、ＮＡＬユニットのタ
イプを参照して、Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔの先頭がアクセスユニットデリミタ、又は、スライ
スセグメントのどちらであるかを判定することで、Ｏｆｆｓｅｔを参照せずに、アクセス
ユニットの先頭、又は、スライスセグメントの先頭を検出することも可能である。
【０１６１】
　このように、送信装置１００が、ＮＡＬユニットの先頭が必ずＭＭＴパケットのペイロ
ードの先頭から開始されるようにパケット化を行うことで、スライスセグメント前データ
が複数のＤａｔａ　ｕｎｉｔに分割される場合も含めて、受信装置２００は、Ｆｒａｇｍ
ｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ及びＮＡＬユニットヘッダを解析することにより
、アクセスユニット、又は、スライスセグメントの先頭を検出できる。ＮＡＬユニットの
タイプは、ＮＡＬユニットヘッダの先頭バイトに存在する。従って、受信装置２００は、
ＭＭＴパケットのヘッダ部を解析する際に、追加で１バイト分のデータを解析することに
よりＮＡＬユニットのタイプが取得できる。　オーディオの場合には、受信装置２００は
、アクセスユニットの先頭が検出できればよく、Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒの値が００又は０１であるかどうかに基づいて判定すればよい。
【０１６２】
　また、上述したように、分割復号ができるように符号化された符号化データをＭＰＥＧ
－２　ＴＳのＰＥＳパケットに格納する場合には、送信装置１００は、ｄａｔａ　ａｌｉ
ｇｎｍｅｎｔ記述子を用いることが可能である。以下、符号化データのＰＥＳパケットへ
の格納方法の例について詳細に説明する。
【０１６３】
　例えば、ＨＥＶＣにおいては、送信装置１００は、ｄａｔａ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ記述
子を用いることにより、ＰＥＳパケットに格納されるデータがアクセスユニット、スライ
スセグメント、及び、タイルのいずれであるかを示すことができる。ＨＥＶＣにおけるア
ラインメントのタイプは、次のように規定されている。
【０１６４】
　アラインメントのタイプ＝８は、ＨＥＶＣのスライスセグメントを示す。アラインメン
トのタイプ＝９は、ＨＥＶＣのスライスセグメント又はアクセスユニットを示す。アライ
ンメントのタイプ＝１２は、ＨＥＶＣのスライスセグメント又はタイルを示す。
【０１６５】
　よって、送信装置１００は、例えば、タイプ９を用いることで、ＰＥＳパケットのデー
タがスライスセグメント又はスライスセグメント前データのいずれかであることを示すこ
とができる。スライスセグメントではなく、スライスを示すタイプも別途規定されている
ため、送信装置１００は、スライスセグメントではなくスライスを示すタイプを使用して
もよい。
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【０１６６】
　また、ＰＥＳパケットのヘッダに含まれるＤＴＳ及びＰＴＳは、アクセスユニットの先
頭データを含むＰＥＳパケットにおいてのみ設定される。従って、受信装置２００は、タ
イプが９であり、かつ、ＰＥＳパケットにＤＴＳ又はＰＴＳのフィールドが存在すれば、
ＰＥＳパケットにはアクセスユニット全体、又は、アクセスユニットにおける先頭の分割
単位が格納されると判定できる。
【０１６７】
　また、送信装置１００は、アクセスユニットの先頭データを含むＰＥＳパケットを格納
するＴＳパケットの優先度を示すｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙなどのフィール
ドを用いて、受信装置２００がパケットに含まれるデータを区別できるようにしてもよい
。また、受信装置２００は、ＰＥＳパケットのペイロードがアクセスユニットデリミタで
あるかどうかを解析することでパケットに含まれるデータを判定してもよい。また、ＰＥ
Ｓパケットヘッダのｄａｔａ＿ａｌｉｇｎｍｅｎｔ＿ｉｎｄｉｃａｔｏｒは、これらのタ
イプに従ってＰＥＳパケットにデータが格納されているかどうかを示す。このフラグ（ｄ
ａｔａ＿ａｌｉｇｎｍｅｎｔ＿ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が１にセットされていれば、ＰＥＳ
パケットに格納されているデータはｄａｔａ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ記述子に示されるタイ
プに従うことが保証される。
【０１６８】
　また、送信装置１００は、スライスセグメントなどの分割復号可能な単位でＰＥＳパケ
ット化する場合にのみｄａｔａ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ記述子を使用してもよい。これによ
り、受信装置２００は、ｄａｔａ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ記述子が存在する場合には、符号
化データが分割復号可能な単位でＰＥＳパケット化されていると判断でき、ｄａｔａ　ａ
ｌｉｇｎｍｅｎｔ記述子が存在しなければ、符号化データがアクセスユニット単位でＰＥ
Ｓパケット化されていると判断できる。なお、ｄａｔａ＿ａｌｉｇｎｍｅｎｔ＿ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒが１にセットされており、ｄａｔａ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ記述子が存在しない
場合には、ＰＥＳパケット化の単位がアクセスユニットであることはＭＰＥＧ－２　ＴＳ
規格において規定されている。
【０１６９】
　受信装置２００は、ＰＭＴ内にｄａｔａ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ記述子が含まれていれば
、分割復号可能な単位でＰＥＳパケット化されていると判定し、パケット化された単位に
基づいて、各復号部への入力データを生成することができる。また、受信装置２００は、
ＰＭＴ内にｄａｔａ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ記述子が含まれておらず、番組情報、又はその
他の記述子の情報に基づいて、符号化データの並列復号が必要と判定される場合には、ス
ライスセグメントのスライスヘッダなどを解析することにより、各復号部への入力データ
を生成する。また、符号化データを単一の復号部により復号可能である場合には、受信装
置２００は、アクセスユニット全体のデータを当該の復号部で復号する。なお、符号化デ
ータがスライスセグメント又はタイルなどの分割復号可能な単位から構成されるかどうか
を示す情報が、ＰＭＴの記述子などにより別途示されている場合、受信装置２００は、当
該記述子の解析結果に基づいて符号化データを並列復号できるかどうかを判定してもよい
。
【０１７０】
　また、ＰＥＳパケットのヘッダに含まれるＤＴＳ及びＰＴＳは、アクセスユニットの先
頭データを含むＰＥＳパケットにおいてのみ設定されるため、アクセスユニットが分割さ
れてＰＥＳパケット化される場合には、２番目以降のＰＥＳパケットにはアクセスユニッ
トのＤＴＳ及びＰＴＳを示す情報は含まれない。従って、復号処理を並列に行う場合、各
復号部２０４Ａ～２０４Ｄ及び表示部２０５は、アクセスユニットの先頭データを含むＰ
ＥＳパケットのヘッダに格納されるＤＴＳ及びＰＴＳを使用する。
【０１７１】
　以上、実施の形態に係る送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法ついて説明したが
、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。



(24) JP 6268066 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

【０１７２】
　また、上記実施の形態に係る送信装置及び受信装置に含まれる各処理部は典型的には集
積回路であるＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部
又は全てを含むように１チップ化されてもよい。
【０１７３】
　また、集積回路化はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現し
てもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を
再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１７４】
　上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構
成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構
成要素は、ＣＰＵ又はプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスク又は半導体
メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することに
よって実現されてもよい。
【０１７５】
　言い換えると、送信装置及び受信装置は、処理回路（ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｃｉｒｃ
ｕｉｔｒｙ）と、当該処理回路に電気的に接続された（当該制御回路からアクセス可能な
）記憶装置（ｓｔｏｒａｇｅ）とを備える。処理回路は、専用のハードウェア及びプログ
ラム実行部の少なくとも一方を含む。また、記憶装置は、処理回路がプログラム実行部を
含む場合には、当該プログラム実行部により実行されるソフトウェアプログラムを記憶す
る。処理回路は、記憶装置を用いて、上記実施の形態に係る送信方法又は受信方法を実行
する。
【０１７６】
　さらに、本発明は上記ソフトウェアプログラムであってもよいし、上記プログラムが記
録された非一時的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体であってもよい。また、上記プ
ログラムは、インターネット等の伝送媒体を介して流通させることができるのは言うまで
もない。
【０１７７】
　また、上記で用いた数字は、全て本発明を具体的に説明するために例示するものであり
、本発明は例示された数字に制限されない。
【０１７８】
　また、ブロック図における機能ブロックの分割は一例であり、複数の機能ブロックを一
つの機能ブロックとして実現したり、一つの機能ブロックを複数に分割したり、一部の機
能を他の機能ブロックに移してもよい。また、類似する機能を有する複数の機能ブロック
の機能を単一のハードウェア又はソフトウェアが並列又は時分割に処理してもよい。
【０１７９】
　また、上記の送信方法又は受信方法に含まれるステップが実行される順序は、本発明を
具体的に説明するために例示するためのものであり、上記以外の順序であってもよい。ま
た、上記ステップの一部が、他のステップと同時（並列）に実行されてもよい。
【０１８０】
　以上、本発明の一つ又は複数の態様に係る送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法
について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるも
のではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態
に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、
本発明の一つ又は複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１８１】
　本発明は、ビデオデータ及びオーディオデータなどのメディアトランスポートを行う装
置又は機器に適用できる。
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【符号の説明】
【０１８２】
　１００　送信装置
　１０１　符号化部
　１０２　多重化部
　１０３　変調部
　１０４　送信部
　２００　受信装置
　２０１　チューナー
　２０２　復調部
　２０３　逆多重化部
　２０４Ａ、２０４Ｂ、２０４Ｃ、２０４Ｄ　復号部
　２０５　表示部
　２０６　復号命令部
　２１１　タイプ判別部
　２１２　制御情報取得部
　２１３　スライス情報取得部
　２１４　復号データ生成部

【図１】 【図２】
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